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55

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
五
号
）

一　

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
三
号
）
の
施
行
に
よ
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
五
年

法
律
第
二
〇
一
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布

の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�
東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
二
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
六
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
三
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の
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一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
七
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
四
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
八
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
市
計
画
事
業
環
状
第
二
号
線
新
橋
・
虎
ノ
門
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
九
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
一
三
〇
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
一
三
一
号
）

一　

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

及
び
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等

に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
六
年
厚

生
労
働
省
令
第
一
一
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提

供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
一
年
厚
生
省
令
第
一
八
号
）
の
改
正
に
伴

い
、
救
護
施
設
に
お
け
る
個
別
支
援
計
画
の
作
成
に
係
る
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備

し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
一
三
二
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
心
身
障
害
者
扶

養
年
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
三
三
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
三
四
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
プ
ー
ル
等
取
締
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
三
五
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。
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二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
胞
衣
及
び
産
汚
物
取
締
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
三
六
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
三
七
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
三
八
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
三
九
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
（
条
例
第
一
四
〇
号
）

一　

公
正
か
つ
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

防
止
に
関
し
、
都
、
顧
客
等
、
就
業
者
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施

策
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
ま
す
。

　

㈠　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
ま
す
。

　

㈡　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
を
定
め
ま
す
。

　

㈢　

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
都
、
顧
客
等
、
就
業
者
及
び
事
業
者
の
責
務
を
定
め
ま
す
。

　

㈣　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
指
針
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
ま
す
。

　

㈤　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
の
た
め
の
事
業
者
に
よ
る
措
置
等
を
定
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
が
東
京
信
用
保
証
協
会
に
対
し
交
付
す
る
補
助
金
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利

の
放
棄
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
四
一
号
）

一　

新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
五
号
）
の
施
行
に
よ
る
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平

成
二
五
年
法
律
第
九
八
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
四
二
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
四
三
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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条
　
　
　
例

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
五
号

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
部
第
七
の
款
十
四
の
二
の
項
中
「
第
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項

た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
款
十
四
の
四
の
項
中
「
第
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改

め
、
同
款
十
四
の
九
の
項
か
ら
十
四
の
十
三
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
を
「
第
十

八
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
款
十
四
の
十
四
の
項
か
ら
十
四
の
十
六
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
十

八
条
第
二
十
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
款
十
四
の
十
七
の
項
中
「
第
十
八
条
第

二
十
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
「
第
十
八
条
第
三
十
八
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
日
又
は

こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
二
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
六
号

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
二
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施

行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
二
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
（
昭

和
五
十
八
年
東
京
都
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
三
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
七
号

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
三
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施

行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
三
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
（
昭

和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
四
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
八
号

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
四
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施

行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
四
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
（
昭

和
六
十
年
東
京
都
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。
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附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
市
計
画
事
業
環
状
第
二
号
線
新
橋
・
虎
ノ
門
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
九
号

東
京
都
市
計
画
事
業
環
状
第
二
号
線
新
橋
・
虎
ノ
門
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業

施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
市
計
画
事
業
環
状
第
二
号
線
新
橋
・
虎
ノ
門
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程

（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
号

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
（
平
成
三
十
年
東
京
都

条
例
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す

る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
一
号

東
京
都
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

東
京
都
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

救
護
施
設
は
、
入
所
者
の
自
立
支
援
を
行
う
た
め
、
入
所
者
の
意
向
を
踏
ま
え
、
入
所
者
ご
と
に

個
別
支
援
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
利
用
者
」
を
「
入
所
者
」
に
、
「
更
生
計
画
」
を
「
個
別
支
援
計
画
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
利
用
者
」
を
「
入
所
者
」
に
、
「
更
生
計
画
」
を
「
個
別
支
援
計
画
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
利
用
者
」
を
「
入
所
者
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
二
号

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
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第
十
三
条
第
二
号
中
「
懲
役
又
は
禁
錮こ

の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

プ
ー
ル
等
取
締
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
五
号

プ
ー
ル
等
取
締
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

プ
ー
ル
等
取
締
条
例
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

胞
衣
及
び
産
汚
物
取
締
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
六
号

胞
衣
及
び
産
汚
物
取
締
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

胞
衣
及
び
産
汚
物
取
締
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
東
京
都
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
禁
治
産
者
」
を
「
成
年
被
後
見
人
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養

年
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
三
号

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
心
身

障
害
者
扶
養
年
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
東
京
都
条
例
第
百
七
十
五

号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
条
例
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京

都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
号
中
「
懲
役
又
は
禁
錮こ

の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
四
号

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
（
平
成
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
九
号

東
京
都
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
東
京
都
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号

東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例

東
京
は
、
多
様
な
産
業
と
高
度
な
都
市
機
能
と
が
集
積
し
た
世
界
有
数
の
都
市
で
あ
り
、
日
本
の
首

都
と
し
て
、
我
が
国
の
経
済
を
牽け

ん

引
し
て
い
る
。
そ
の
基
盤
は
、
多
岐
に
わ
た
る
仕
事
を
通
じ
て
発
揮

さ
れ
る
人
の
力
で
あ
る
。
東
京
が
今
後
も
持
続
的
に
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
働
く
全
て
の
人
が
持

て
る
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
が
安
定
し
た
事
業
活
動
を
行
い
、
誰
も
が
等
し
く

豊
か
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
創
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
働
く
人
の
安
全
及
び
健
康
を
害
す
る
様
々
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
未
然
に
防
止
す
る

必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
顧
客
等
か
ら
の
著
し
い
迷
惑
行
為
で
あ
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

は
、
働
く
人
を
傷
つ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
環
境
や
事
業
の
継
続

に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
、
個
々
の
事
業
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
全
体
で
対
応
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
東
京
で
働
く
人
に
影
響
す
る
様
々
な
手
段
に
よ
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
、
東
京
都
の
区
域
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
防
止
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
顧
客
等
に
よ
る
苦
情
や
意
見
、
要
望
は
、
業
務
の
改
善
や
新
た
な
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
七
号

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
三
十
八
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。
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の
開
発
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
働
く
人
は
、
商
品
又
は
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
就
業
者
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
ら
の
提
供
を
受
け
る
顧
客
等
で
も
あ
り
、
誰
も
が
カ
ス

タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
る
側
に
も
行
う
側
に
も
な
り
得
る
と
い
う
視
点
も
不
可
欠
で
あ
る
。

東
京
都
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
、
顧
客
等
と
働
く
人
と
が
対
等
な
立
場
に
お
い
て
相
互
に
尊
重

す
る
都
市
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
と
も
に
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
な
い
公
正
か
つ
持
続
可
能

な
社
会
を
目
指
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
東
京

都
（
以
下
「
都
」
と
い
う
。
）
、
顧
客
等
、
就
業
者
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
施
策
（
以
下
「
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
防
止
施
策
」
と
い
う
。
）
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
顧
客
等
の
豊
か
な
消
費
生

活
、
就
業
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
並
び
に
事
業
者
の
安
定
し
た
事
業
活
動
を
促
進
し
、
も
っ
て

公
正
か
つ
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）	

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

事
業
者　

都
の
区
域
内
（
以
下
「
都
内
」
と
い
う
。
）
で
事
業
（
非
営
利
目
的
の
活
動
を
含

む
。
）
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
の
機
関
を
含
む
。
）
又
は
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る

個
人
を
い
う
。

二　

就
業
者　

都
内
で
業
務
に
従
事
す
る
者
（
事
業
者
の
事
業
に
関
連
し
、
都
の
区
域
外
で
そ
の
業

務
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。

三　

顧
客
等　

顧
客
（
就
業
者
か
ら
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
者
を
い
う
。
）
又
は
就

業
者
の
業
務
に
密
接
に
関
係
す
る
者
を
い
う
。

四　

著
し
い
迷
惑
行
為　

暴
行
、
脅
迫
そ
の
他
の
違
法
な
行
為
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
過
度
な
要

求
、
暴
言
そ
の
他
の
不
当
な
行
為
を
い
う
。

五　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト		

顧
客
等
か
ら
就
業
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
行
わ
れ

る
著
し
い
迷
惑
行
為
で
あ
っ
て
、
就
業
環
境
を
害
す
る
も
の
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
顧
客
等
に
よ
る
著
し
い
迷
惑
行
為
が
就
業
者
の
人
格
又

は
尊
厳
を
侵
害
す
る
等
就
業
環
境
を
害
し
、
事
業
者
の
事
業
の
継
続
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る

と
の
認
識
の
下
、
社
会
全
体
で
そ
の
防
止
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
当
た
っ
て
は
、
顧
客
等
と
就
業
者
と
が
対
等
の
立
場
に

お
い
て
相
互
に
尊
重
す
る
こ
と
を
旨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
四
条　

何
人
も
、
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
適
用
上
の
注
意
）

第
五
条　

こ
の
条
例
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
顧
客
等
の
権
利
を
不
当
に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
の
責
務
）

第
六
条　

都
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、

顧
客
等
、
就
業
者
及
び
事
業
者
に
対
し
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
情
報
の

提
供
、
啓
発
及
び
教
育
、
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
等
の
責
務
）

第
七
条　

顧
客
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
係
る
問
題
に
対
す

る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
就
業
者
に
対
す
る
言
動
に
必
要
な
注
意
を
払
う
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

顧
客
等
は
、
都
が
実
施
す
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
就
業
者
の
責
務
）

第
八
条　

就
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
顧
客
等
の
権
利
を
尊
重
し
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
係
る
問
題
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
防
止
に
資
す
る
行
動
を
と
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

就
業
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
事
業
者
が
実
施
す
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に

関
す
る
取
組
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
九
条　

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
主
体
的
か
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つ
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
都
が
実
施
す
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
に
協

力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
に
関
し
て
就
業
者
が
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
就
業
者
の
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
当
該
行
為
を
行
っ
た
顧
客
等
に
対
し
、
そ
の
中

止
の
申
入
れ
そ
の
他
の
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
に
関
し
て
就
業
者
が
顧
客
等
と
し
て
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行

わ
な
い
よ
う
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
市
町
村
と
の
連
携
）

第
十
条　

都
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
特
別
区
及
び
市

町
村
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
指
針
の
作
成
）

第
十
一
条　

都
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
指
針
」
と
い

う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
内
容
に
関
す
る
事
項

二　

顧
客
等
、
就
業
者
及
び
事
業
者
の
責
務
に
関
す
る
事
項

三　

都
の
施
策
に
関
す
る
事
項

四　

事
業
者
の
取
組
に
関
す
る
事
項

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項

３　

都
は
、
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
二
条　

都
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
策
の
推
進
）

第
十
三
条　

都
は
、
指
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
を
実
施

す
る
も
の
と
す
る
。

一　

都
の
支
援
事
業
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供

二　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
資
す
る
行
動
に
関
す
る
啓
発
及
び
教
育

三　

就
業
環
境
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

四　

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

五　

就
業
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な

施
策

２　

都
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
カ
ス
タ
マ
ー
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
の
実
施
及
び
当
該
実
施
状
況
等
の
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
機
関
等
の

意
見
を
聴
き
、
施
策
に
反
映
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
に
よ
る
措
置
等
）

第
十
四
条　

事
業
者
は
、
顧
客
等
か
ら
の
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
と

し
て
、
指
針
に
基
づ
き
、
必
要
な
体
制
の
整
備
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
就
業
者

へ
の
配
慮
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
手
引
の
作
成
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

就
業
者
は
、
事
業
者
が
前
項
に
規
定
す
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
手
引
を

作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
手
引
を
遵
守
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２　

都
は
、
社
会
環
境
の
変
化
及
び
こ
の
条
例
の
規
定
の
施
行
の
状
況
そ
の
他
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
取
組
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の

規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

東
京
都
が
東
京
信
用
保
証
協
会
に
対
し
交
付
す
る
補
助
金
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の

放
棄
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日
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東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
三
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号

東
京
都
が
東
京
信
用
保
証
協
会
に
対
し
交
付
す
る
補
助
金
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け

取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
が
東
京
信
用
保
証
協
会
に
対
し
交
付
す
る
補
助
金
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の

放
棄
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
東
京
都
条
例
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
七
号
中
「
第
二
条
第
二
十
項
」
を
「
第
二
条
第
二
十
一
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
一
項
」

を
「
同
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
四
十
二
号

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
三
項
第
三
号
ロ
、
第
四
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
二
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」

に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
四
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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